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１．開会 

事務局 

（米森調整担当部長） 

本日はお忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

札幌市スポーツ局招致推進部調整担当部長の米森でございます。本日は委員 10名

のうち、会場出席の方が９名、オンライン出席の方が１名お揃いでございますの

で、会議に必要な定足数を満たしていることをご報告いたします。なお本日、原

田委員につきましては、業務の都合により 11 時頃までのご出席で途中退席とな

る予定でございますので、あらかじめご了承ください。 

次に、配布資料につきまして、資料１-１議事次第に記載のとおりとなりますの

で、お手元の資料のご確認をお願いいたします。不足などございましたらお知ら

せください。よろしいでしょうか。 

それでは、これからの議事進行につきましては生田座長にお願いしたいと思い

ます。生田座長、よろしくお願いいたします。 

 

生田座長 座長の生田でございます。よろしくお願いいたします。それではただいまから、

第２回北海道・札幌 2030オリンピック・パラリンピック冬季競技大会に向けた大

会運営見直し案に関する検討委員会を開会いたします。 

 

 

２．議事（１）札幌市における大会運営見直しの検討状況について（事務局） 

生田座長 早速ですが、議事に入りたいと思います。まず札幌市による大会運営見直し案

の検討状況について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

（米森調整担当部長） 

それでは、東京 2020大会において生じた問題・不祥事とその影響、また、それ

らを受けた本市としての大会運営見直し案の検討状況につきまして、ご説明させ

ていただきます。資料はお手元にお配りしているほか、こちらのスクリーンにも

投影いたしますので、適宜ご確認ください。 

まずは前回の第１回検討委員会の簡単な振り返りと、本日の目的についてでご

ざいます。第１回検討委員会は先月 22日に開催いたしました。ここでは事務局か

ら、本市の 2030年大会招致の状況や、大会運営見直し案に係る検討の経過につい

てご説明をさせていただきました。委員の皆さまからは、抜本的でインパクトの

ある、市民にとって分かりやすい結論を出す必要があることや、理事会の構成、

広告代理店依存の構造的問題、事前のリスク洗い出しや監査体制などについて、

様々な観点からご意見を頂戴いたしました。 

本日の第２回会議におきましては、来月に予定しております見直し案の中間報

告に向け、現時点の札幌市案について、皆さまよりご意見を頂戴できればと考え

ております。なお、この中間報告と申しますのは、今後の市民対話などにおいて

議論のベースとなる、たたき台のようなもので、見直しの基本方針や、本市が特

に重点的に取り組むべきと考えるポイントをお伝えするものとなります。内容の
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イメージといたしましては、まずは東京 2020大会に関する事案の分析と、そうい

った事案に起因した市民の不安や懸念に係る本市の認識について整理をいたしま

す。その上で、本市として、その解決に向けた基本的な考え方や、重点的に取り

組むべきと考えられる見直し案にポイントを絞り、分かりやすく記載したものを

想定しております。なお、各見直し案の具体的・実践的な手法につきましては、

最終案の策定に向け、本委員会でさらにご意見をいただければと考えております。 

それでは、中間報告に向けた現時点における札幌市案の説明に移りたいと思い

ます。まずは東京 2020大会につきまして、組織委員会の概要や特徴のほか、今回

の大会運営見直しのきっかけともなりました事案をご説明いたします。 

東京 2020大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって１年延期となり、

2021年に開催されました。大会組織委員会は、2013年９月に東京開催が決定した

のち、2014年１月に設立されております。東京都や各省庁、地方自治体、民間企

業などから多くの職員が集められ、最大時でおよそ 7,000 名にのぼる規模となり

ました。公益財団法人として評議員会、理事会、監事等が設置されたほか、理事

会の下に事務局が設置され、組織委員会の事業運営を行いました。また、これら

を補完する仕組みとして、調達管理委員会やコンプライアンス委員会、職員の懲

戒処分に関する判断を行う審査委員会や、公益通報を受け付ける内部窓口及び外

部窓口等も設置されておりました。 

続いて、こちらは東京 2020大会に限ったことではありませんが、大規模大会の

組織委員会の持つ特殊性についてご説明をいたします。国のプロジェクトチーム

が策定したガバナンス指針では、組織委員会等について６つの特徴を挙げており

ます。中でも、時限的な組織であることや、構成員が多様なバックグラウンドを

有すること、IOC や IPC といった国際団体の定める規約やルールのほか、国際団

体と締結する契約に則って大会を準備・運営しなければならないことといった点

はオリンピック・パラリンピックの組織委員会において顕著にみられるものでご

ざいます。東京 2020大会の組織委員会も、こうした特殊性がある中で大会を運営

してきたといえます。 

また先述のとおり、東京 2020大会は、感染症拡大の影響を大きく受け、１年延

期かつ無観客という開催となりました。報道各社による世論調査において、開催

前は否定的な意見が多かったものの、終了後には開催してよかったという意見が

各社半数を超えるなど、様々な課題を抱えながらも多くの人々の心を動かす大会

を実現したことについて、東京 2020 大会組織委員会は大いに評価されるべきと

考えます。 

しかしその一方で、東京 2020 大会に関連して問題や不祥事が発生したことも

また事実であり、それらが組織委員会をはじめ、オリンピック・パラリンピック

そのものへの信頼・信用を失墜させることにつながったとも考えられます。そう

した問題や不祥事のうち、特に影響が大きかった主な事案について、その概要と、

背景・要因として考えられる事項を、報道等による現時点の情報に基づき、本市
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の認識として整理をいたしました。 

まずは、スポンサー選定等に係る受託収賄についてでございます。これは大会

終了後、組織委員会元理事が受託収賄容疑、スポンサー企業関係者等が贈賄容疑

で逮捕・起訴されたというものでございます。大手広告代理店出身である元理事

が、専任代理店であった同社や組織委員会マーケティング局に働きかけ、特定の

企業が有利になるよう、便宜を図った疑いがもたれております。これについて考

えられる背景・要因といたしましては、「みなし公務員」についての認識不足及

びコンプライアンス意識の欠如のほか、スポンサーの選定基準や決定プロセスが

不透明であったこと、専任代理店を管理・監督する立場にあったマーケティング

局にも同じ広告代理店からの出向者が多数いたこと、理事会が本来のチェック機

能を果たせていなかったことなどが可能性として挙げられます。 

続きまして、テストイベント計画立案等の業務委託契約に係る受注調整、いわ

ゆる談合についてでございます。大会終了後に、組織委員会の大会運営局元次長

と広告代理店等の幹部のほか、広告代理店やイベント会社が独占禁止法違反で刑

事告発・起訴されました。テストイベント計画立案等業務において、あらかじめ

受注事業者を調整した疑いがもたれております。考えられる背景・要因といたし

ましては、談合に当たる行為についての理解不足や、コンプライアンス意識の欠

如のほか、企業からの出向職員に関する不適切な人員配置の可能性、また、スケ

ジュールのひっ迫により、契約不調を避けるために受注調整が行われたとの見方

もございます。 

次に、開催経費の増加についてでございます。2013 年１月に招致委員会が IOC

へ提出した「立候補ファイル」においては、大会経費が 7,340 億円とされていた

ところ、2016 年 12 月に組織委員会が発表した、大会経費の全体像を明らかにし

た V1予算では、1兆 6,000億円～1兆 8,000億円でございました。これにより、

当初の見積りに比べて経費が大きく増加したと報じられることとなりました。こ

の問題の背景・要因について、東京 2020大会公式報告書においては、当初の「立

候補ファイル」に記載した経費は、IOC が定める様式に従い、立候補都市間の比

較ができるよう、基礎的かつ共通の項目の積算のみだったこと、国際テロやサイ

バー攻撃への対策、追加競技など、開催地決定後に生じた環境の変化に対応する

ための経費が追加になったことなどが挙げられております。 

その他の事案といたしまして、他の作品とデザインが類似していたことを受け

た公式エンブレムの撤回や、組織委員会役員等による不適切発言については、重

要ポストにおけるコンプライアンス意識の欠如、またその選考過程における公正

性、透明性が十分に確保されていなかったことが要因として考えられます。 

続きまして、東京 2020大会における事案の影響と、その解決に向けた本市の基

本方針についてご説明いたします。先ほどご紹介いたしました事案などにより、

市民の皆さまをはじめとして多くの方々が抱かれている不安・懸念につきまして、

本市の認識と、それぞれに対する基本方針を整理いたしましたので、次のページ
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からご説明をいたします。 

まずは不正の温床・不祥事再発の懸念でございます。組織委員会の理事・職員

のほか、大会関係者から多くの逮捕者が出たことや、刑事事件以外にもさまざま

な不祥事が発生したことにより、オリンピック・パラリンピック自体が不正の温

床であるという大会そのものへの不信感、また、札幌で大会を開催した場合にも

同様のことが起きるのではないかという懸念が生じているものと考えられます。

このことから、会長や理事を含む組織委員会全体へのコンプライアンス意識の徹

底、理事会機能の形骸化防止、意思決定プロセスの見える化、チェック機能強化

等により、不正や不祥事の発生リスクを最小限に抑える組織体制の構築を目指し

てまいります。 

広告代理店に依存した構造への懸念につきましては、東京 2020 大会における

受託収賄容疑及び談合容疑は、いずれも広告代理店の出身者や幹部・社員が関与

した疑いが報じられていることから、大会そのものが特定の代理店に過度に依存

しており、その体質が不正の原因・温床になっているのではないかという懸念が

生じていると考えられます。これに対しましては、マーケティング事業や調達に

おける代理店との関わりを見直すことにより、代理店への過度な依存を防止し、

組織委員会による主体的な運営を確保してまいります。 

次に、経費増大やそれに伴う税金投入につきまして、東京 2020大会では、招致

時点で示されていた経費から、実際の開催経費が大幅に増加していたことから、

札幌においても現在の計画よりも経費が増えるのではないか、その増えた経費を

補うために税金が充てられるのではないかといった懸念が生じているものと考え

られます。このことから、本市といたしましては、現在示している予算が東京大

会の全体像を明らかにした予算をベースに作成されていることなど、招致時点に

おける予算を市民へ丁寧に説明することに加え、予算執行や調達を適切に管理す

る体制を構築してまいります。 

４点目、IOC との開催地契約や重要事項の決定に関する懸念につきまして、東

京 2020 大会における「開催都市契約」においては、競技等に変更を加える権利

や、一定の条件を満たす場合に、契約を解除して大会を中止する権利は、オリン

ピックの主催者である IOC が有しており、その場合の負担は開催都市が負うもの

となっておりました。そのため、札幌で開催する場合にも同様の契約を結ぶこと

になり、それが開催地側の負担増につながるのではないかという懸念が生じてい

るものと考えられます。この点につきましては、IOC とは現在の招致プロセスに

従い、招致決定前から懸念事項について継続的に対話を重ねるとともに、招致決

定後の開催地契約の運用や重要事項の決定等についても、しっかりと協議体制を

確保し、関係性を構築してまいりたいと考えております。 

最後に、現時点での検討内容となりますが、本市における具体的な見直し案に

ついてご説明をいたします。これまでご説明いたしました問題、課題やその解決

に向けた基本方針に基づきまして、2030年大会組織委員会は、ガバナンス指針で
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必須とされている項目を原則全て実施し、その上で理事会、利益相反管理、マー

ケティング事業、調達、情報開示、実効性の担保という６つの観点について、こ

れからご説明いたします見直し案を実施する必要があるのではないかと考えてお

ります。なお、本日ご説明いたします案は現時点のものでございまして、今後の

議論のたたき台としてお示しするものでございます。委員の皆様からのご意見等

を踏まえ、引き続き追加・修正を重ねてまいります。 

１つ目の、理事会の在り方につきましては、国のガバナンス指針において、理

事会の規模適正化や実効性確保、役員候補者選考委員会の設置、役員を含めたコ

ンプライアンス研修の実施などが求められております。これらに加えて、本市の

案といたしましては、理事等の役員の選考基準や選考過程を透明化し、一部の理

事の公募を行うこととしております。組織委員会の重要ポストである理事等役員

の人選は、市民の皆さまにとっても大きな関心事であり、クリーンな大会運営の

基礎ともなります。実務に精通し、業務を適切に管理・監督できる人材を公平・

公正に選任することが重要となることから、各理事に求められる資質を整理し、

選考基準、選考過程を公表した上で、一部の理事を公募することにより、透明性

のある選考を行うべきと考えております。 

次に、利益相反管理につきまして、ガバナンス指針においては、利益相反管理

委員会の設置、利益相反ポリシーの策定、企業からの出向者等の適切な人員配置

が求められております。さらに本市の案といたしましては、民間企業からの出向

者は、関係する部署の長には配置しません、としております。限られた準備期間

で大会を運営するためには、民間企業出身者のノウハウが有用である一方で、公

正性も確保しなければなりません。このことから、役職員が組織委員会に反して

不当に利益を得ることがないよう、人材配置ルールを設定する必要があり、特に

関係部署の長に民間企業からの出向者を配置しないことが効果的であろうと考え

ております。 

続いて、マーケティング事業の在り方についてでございます。ガバナンス指針

では、スポンサーの選定方針やスポンサーの決定権限の所在などに関する規程を

整備・運用すること、また、マーケティング事業の在り方については、各大会の

実情において判断することとされております。こちらにつきまして、代理店への

過度な依存を防止するため、スポンサー選定における透明化を図ることを本市の

案としております。東京 2020 大会では、スポンサー選定プロセスが不透明であ

り、代理店の裁量の余地が大きく、それが不正の温床なのではないかという不信

感につながったものと考えられます。2030年大会においては、スポンサー選定基

準や選定プロセスをあらかじめ開示するとともに、スポンサーの決定にあたり、

外部有識者を含むスポンサー選考委員会がその妥当性をチェックすることで、透

明化を図る必要があると考えております。 

４点目、調達の在り方についてでございます。調達については、ガバナンス指

針では、利益相反の管理を意識しながら、組織委員会の特殊性を考慮した調達制



7 

 

度を構築することが求められております。本市といたしましては、さらに委託契

約は業務範囲を適切に切り分け、原則、競争入札で行うことを案としております。

組織委員会が実施する調達については、経費増大や広告代理店等への過度な依存

に対する懸念を払しょくするため、競争性・公平性を確保し、適正な価格で契約

できる仕組みを構築しなければなりません。そこで、可能な限り多くの企業が入

札に参加できるよう、委託契約は原則競争入札とし、競争性を働かせるとともに、

実際の運用も考慮し、合理的かつ効率的に調達を行うため、委託業務範囲を適切

に切り分けることが有効であると考えております。ただし、やむを得ず競争入札

が困難な場合もあることが想定されますが、その場合は理由を明らかにした上で、

適正な価格での調達となるよう、外部有識者を含む調達管理委員会で審議するこ

とに加え、コンサルティング会社などの第三者による委託費の検証を行うことな

どが考えられます。 

次に、情報開示の在り方につきましては、主体的かつ積極的な情報開示という

のがガバナンス指針で示されております。こちらにつきましては、積極的な情報

開示に加え、主体的かつタイムリーな情報発信を行うことを本市の案としており

ます。役員選考基準やその選考過程、マーケティング業務の委託理由など、法令

で開示が求められていない情報についても可能な限り積極的に開示することに加

え、組織委員会会長などの定例会見や予算執行状況の随時公表など、タイムリー

な情報発信を行うことを、2030年大会においては検討すべきと考えております。 

６番目、実効性の担保についてでございます。ガバナンス指針では、組織委員

会等が解散した後に不祥事等が発生・発覚した場合の具体的な対応方針等をあら

かじめ整理すること、違反等を認識した者が通報できるような環境を整備するこ

とが求められております。これらに加え、より実効性を担保する仕組みとして、

本市といたしましては、強力な権限を有する外部委員会等を設置し、組織委員会

を監視・監査することを案としております。2030年大会においては、組織委員会

が所有する、守秘義務が課されたものも含むすべての書類にアクセス可能な外部

委員会等の、特別措置法による設置を国に求め、組織委員会を外部から監視・監

査できる体制の構築が必要であると考えております。 

最後になりますが、今後の見直し案検討についてご説明をいたします。本日い

ただくご意見を踏まえまして、中間報告の取りまとめ・公表を行い、そちらを今

後の市民対話、関係団体等へのヒアリングのたたき台としたいと考えております。

そして、中間報告に対していただいた意見・要望・提案など、本委員会でのさら

なる議論により、最終的な見直し案を策定・公表いたします。最終的な見直し案

につきましては、2030年大会において実現・維持すべき取組みとして、2030年大

会設立準備組織及び組織委員会に対し、札幌市から提案することを想定しており

ます。また札幌市は、組織委員会等が見直し案を実現・維持するにあたり必要な

連携・支援について検討するほか、見直し案の実効性確保に向けて、IOC と適宜

協議を行ってまいります。 
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長くなりましたが、事務局からの説明は以上でございます。委員の皆さまにお

かれましては、本日も忌憚のないご意見をいただきたく思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

生田座長 ありがとうございました。 

 

 

２．議事（２）委員による意見交換 

生田座長 

 

それでは、これまでの事務局からの説明内容を踏まえまして、委員の皆さま

からご意見・ご質問等をいただきたいと思います。本日、原田委員がお時間の

都合があるということですので、まずは原田委員からお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

原田委員 原田です。よろしくお願いいたします。 

私からは２点あります。まず１点目がマーケティングに関してです。以前、

2026 年の愛知・名古屋アジア大会の事務局が、これからスポンサーシッププ

ログラムをどうすればいいか、アドバイスが欲しいということで相談に来た

際にお示ししたのが、複数代理店による共同マーケティングといった枠組み

でした。その結果、先週アジア大会でも複数代理店の公募が出まして、複数で

JVを組んでやっていくという動きがあります。 

名古屋には大きな地元の代理店もありますので、恐らくそういった所が中

心になった JVが組まれ、スポンサーシッププログラムの開発、あるいはセー

ルスやスポンサー対応、さらにライセンシングプログラムの開発などが今後

行われていくということなので、これが一つのベンチマークといいますか、札

幌市が取るべき方向性ではないかと考えております。 

ただマーケティングも、2030年あるいは 2034年になると周りの風景が変わ

ってくるのではないかと思います。というのは、先週、シンガポールに行って

オリンピック eスポーツの大会を視察してきました。バッハ会長も来ており、

eスポーツのように何か新たな方向性ができると、そこにまたテクノロジー系

の企業などが参画してくることになるので、前もってそういった対応も含め

た未来のオリンピックマーケティングというのを考える必要があると思いま

す。一番目立ったのが自転車とローイング（ボート）でしたが、いずれ冬の種

目もこのオリンピック e スポーツの中に入ってくるのかなという心の準備は

しておいたほうがいいのではないかと考えました。 

前 J リーグチェアマンをされていた村井満さんがよく言うのは、「干物は

天日に晒すほうが味が良くなる」と。つまり「情報を全て開示しよう」という

ことです。また、彼が会長になったバドミントン協会は理事会の半数が女性で

す。今日の記述の中に、女性理事の比率が書いていなかったのが少し残念なの
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で、IOCが定めるように４割程は女性にするのがいいのではないかと感じてお

ります。 

ただ、理事の公募については、少し私は疑問があります。やはり非常に重要

な責務を負いますし、１つの方向に向かっていく理事会ですので、それを完全

公募で募集するのは、どうなんだろうかと、ちょっと今そこが疑問点になって

おります。 

ということで、理事の公募に少し女性を加えていただきたいということが

あります。 

それから、第三者委員会が強力な権限を持つというのは大賛成です。ぜひそ

こにガバナンスとマーケティングプログラムに対する監視、監査をできるよ

うな座組みを作っていただけるといいのかもしれません。 

私からは以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。それでは畑中委員、よろしくお願いいたします。 

 

畑中委員 私は競技団体を代表して言えることですが、オリンピックにおいてはスポ

ンサーがとても重要になるのです。そのスポンサーのコンプライアンス意識

が欠如する可能性がなくなるような、きちんとしたスポンサー制度をお願い

したいと思います。 

加えて競技団体から言えることは、スケートリンクが不足しているという

ことです。私はフィギュアを担当していますが、シーズンのみではなく年間通

して滑ることができるリンクが、札幌には本当に１つ、２つしかない状況で

す。前回委員会でもお話ししましたが、日本には優秀な選手が増えていますか

ら、2030年、34年にはきっとまた優秀な選手が出てくると思います。ぜひそ

ういった競技環境なども踏まえて、これから招致に向けて検討をしていきた

いと思います。私からは以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。続きまして武田委員、よろしくお願いいたします。 

 

武田委員 武田です。よろしくお願いいたします。 

私のほうからは若干総論的な話にはなるかなと思うんですけれども、数点

お話しさせていただきます。先ほど提示していただいた資料の中にも組織委

員会の特殊性という話もありましたけれども、やはりスポーツという場が、い

わゆる行政の論理でもなく、民間の論理でも回らない、どちらかというとその

間にあるようなポジショニングなのかなというようなことを考えています。

言葉で言うと公共の「共」の部分だと思うんですよね。 

ですので、そうなると、「共」の部分で活動するには、行政の論理でも回ら

ないので、行政は「共」的な思想も必要ですし、民間は民間で「共」的な思想
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が必要になってくるということがあります。今、世の中が全体的に「共創」、

いわゆる共に創るとか、「共存」とかの「共」っていう字が入ってくることが

多いと思うのですが、スポーツ自体も、例えば東京 2020大会ではスケートボ

ードや、北京大会の冬季ではスノーボードといった、いわゆる横乗り系と言わ

れるようなスポーツがあります。それらのように、「みんなで場を作り上げて

いく」というようなスポーツがどんどん出てきていますので、やはりそれは一

つの世の中の表れなのかなというように解釈しています。 

ですので、組織委員会もしくは招致する市側も、そういうような発想で今回

の取組みにしていかなければいけないということがあるかなと思います。 

先ほどのお話にもありましたけれども、理事に女性を入れるといった話も

ありますし、2030年、2034年ということになると、今生きている人たちもも

ちろん大事ですが、若者にも積極的に参加してもらえるような仕組みづくり

が重要で、若者に理事に入れというのはちょっと難しいかもしれませんけれ

ども、やっぱり若者の意見がしっかりと反映できるような組織体制というの

は非常に重要になってくるのかなというように感じています。 

私のほうからは以上となります。 

 

生田座長 ありがとうございます。それでは篠河委員、よろしくお願いいたします。 

 

篠河委員 篠河です。よろしくお願いいたします。 

大きく分けて３点申し上げたいんですけれども、まず１点目が具体的な見

直し案ではなくて、基本方針の部分についてですが、15 ページに経費増大へ

の懸念及び税金が投入されることへの不安ということで記載されておりま

す。東京大会の開催経費が非常に大きくなったということで 10ページに考え

られる背景とか要因が記載されております。これに対して 15ページで札幌の

基本方針として、丁寧に説明するということと、予算執行を適切に管理してい

くということが記載されておりますので、当然想定はされていると思うんで

すけれども、この説明をする際に、10 ページに記載された背景とか要因、こ

の１つ１つについて、東京大会と札幌大会の相違点であるとか、札幌大会の予

算の根拠を明確にして、札幌大会では東京大会のようなことにはならないの

だということを理解してもらえるような対応が必要かと思っております。 

２点目が 23 ページの実効性の担保に関連してですが、私は会計士ですの

で、企業等の会計監査に携わっていますけれども、会計監査、ざっくり大まか

に言うと、まず内部統制の整備状況を見ます。次に期中監査で内部統制の運用

状況として実際の取引を見ながら、その承認過程や証拠書類などをチェック

して、想定された内部統制がきちんと運用されているかどうかというところ

をチェックして、最後に期末監査ということになります。この基本的な構造に

ついては、オリンピックの組織委員会等に対する統制の考え方にも基本的に
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当てはまると考えております。 

すなわち内部統制の整備状況に該当するというのが理事会、各種委員会な

どの構成や、各種規程の制定、あと運営方法を明確にして、不正の発生を未然

に防止する、万が一発生した場合にも、それが速やかに発見されるという体制

を作るのが、まず内部統制の整備状況だと考えております。 

次の内部統制の運用状況に該当するのが、進捗状況を適時に把握して、外部

委員会による監査を実施するとともに、ポイント、ポイントで内部監査や外部

監査を導入するということになると思います。決算監査に該当するのが、適時

の情報公開と事後の監査になると思います。 

オリンピックのような大きな大会ですと、その運営がスムーズにいくこと

がどうしても優先されるということと、イベントの進行中での監査というの

は、タイミングの問題で資料がなかなか揃わないとかいうところで、一定の限

界はあるんですけれども、やはり常に見られているというけん制効果はかな

り大きなものがあるので、これは非常に有効かと思っております。23 ページ

に記載されております、強力な権限を有する外部委員会の設置、これは私も大

賛成で、この外部委員会の中に監査委員会のようなものを設置して、適時に監

査できる体制を構築するのがよいと思っております。 

３点目は、書いていただいている内容は概ねその方向でいいかなと思うの

ですが、可能であればもう少し具体的に、いろいろと書いていただいたほうが

いいのかなと思います。適正に運営するというだけでは、本当に適正にいくの

かどうか、必ずしも確信が持てないので、例えば 18ページの理事会の在り方

のところで言うと、理事会の構成メンバーにはどのような資質を求めるのか、

具体的に記載できないか。19 ページの利益相反管理の在り方のところでは、

利益相反管理体制をどのように構築するのか、利益相反ポリシーも含めて、あ

る程度具体化したものを記載したほうがいいのではないか。またこれに関し

て、例えば利益相反に関するチェックリストのようなものを作って、何か進め

るたびにこのチェックリストで確認していくということも考えられるので、

そういうことも検討してはいかがかなと思っております。また、20 ページの

マーケティング事業の在り方については、やはり専任代理店方式はもう採用

しないということをはっきり明示してしまったほうがいいのではないかと、

個人的には思っております。 

以上でございます。 

 

生田座長 ありがとうございます。それでは川端委員、よろしくお願いいたします。 

 

川端委員 最初の基本方針のところについてですが、今回東京 2020大会の問題を受け

て、市民の人たちにどう理解していただくかという観点で、不祥事に関しての

影響や、市民の不安、懸念について整理されていますが、私自身も市民であり
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ますので、オリンピックのようなビッグイベントが開催されるときに、私たち

のまちの何が変わって、私たちの生活に何が還元されてくるのか、ここが一番

大きな論点ではないかと思っています。これまで出された札幌市の大会概要

案などでは、大会によってこのようにまちが変わります。バリアフリーが促進

されます。などといった説明がありました。しかし、市民はもしかすると、「そ

れは大会がなかったらできないんですか？」というようなクエスチョンを持

っているのかもしれません。そういったことも基本方針の中でしっかりと、大

会によってまちがこう変わっていって、皆さんにとってこのような還元があ

りますよ、といったことを示すことができると、市民としては非常に安心でき

るのではないかと感じています。もう少し具体的に市民に近づいた形の見せ

方を作っていただきたいと思います。 

あとは、理事会の在り方ですが、やはりいろいろな選考の仕方があると思い

ますので、しっかりとどういう方が必要なのかということを明記していただ

いて、女性も必然的に入れていただくということが必要だと思います。そし

て、その理事に就任される方々の中には、もともと畑違いの仕事をしている方

もたくさんいると思いますので、まず最初にしっかりと自分の役割というも

のを理解した上で、いろいろな研修なども行って組織がスタートしていくと

いうことを、ぜひともお願いしたいなと思っています。 

次に、マーケティングの在り方ですが、これはやはり皆さんが思っているよ

うに、専任代理店制度というよりはいくつかグループを作って、必要に応じて

やっていくことが考えられると思います。それを市民に理解していただくた

めに、大きい大会のスポンサーが持つ役割、意味というものをしっかりとお示

ししていただきたい。皆さん漠然とスポンサーといっても、スポンサーが何を

しているのかが分かりませんよね。例えばオリンピックで言うと、元々IOCが

持っているワールドワイドのスポンサー、それと開催国が持っているいろい

ろなカテゴリーのスポンサーがあります。これはオリンピック特有ですけれ

ども、オリンピックマークを使用する権利のために多額のお金を払って、例え

ばマスコットキャラクターのグッズなどを作って販売したりします。スポン

サーがどういう意味を持っていて、どういうものなのかということは、漠然と

皆さん思っていますが、そこに関わっている人間でさえも、明確なものという

のが分かり切っていないのが事実だと思いますので、まずそういうものも市

民の方々に示していただきたい。情報として分かりやすく示されて、その上で

公募がこうされて、こういうふうに決まっていくんだって、前提の説明です

ね。そこが分からなくては議論のしようも、市民の人たちの理解もないのでは

ないかと感じましたので、もしできるのであれば、そういった、説明の前提と

なる情報をいただけたらいいのかなと思います。 

最後に、競技団体としては、やはり大きい大会があると、施設が整備されて

いくということがあります。夢を持っている子どもたちがいますが、しかし現
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実として、今回のオリンピックでも施設がないままに他の場所を借りて行う

競技もあります。そういう競技団体は非常に苦悩しています。私はスキー連盟

ですので、スキーの中でもいわゆる体育館的な所でできるもの、公共施設が持

っているような場所を使えるもの、民間施設のいくつもの団体を使って滑るスキ

ー競技などがあります。オリンピックというものがあると、子どもたちに提供

できる競技施設やトレーニング環境がどう整備されるのか。そして今、世界的

に雪が少なくなってきていますが、そのような中で札幌はしっかりと、トップ

選手も使えるコース、そして市民や私たち、楽しむ方も使える場所が同じスキ

ーコースや場所であるということをお示しいただければいいのかなと思いま

す。 

漠然とはしていますが、スポーツとは何かということをみんなで議論でき

て、それに必要なものを的確に公表していただけたらなと思います。以上で

す。 

 

生田座長 ありがとうございました。それでは金澤委員、よろしくお願いします。 

 

金澤委員 ありがとうございます。何点かあるのですが、まず 15ページの IOCとの開

催地契約や重要事項の決定に関する懸念というところですけれども、札幌と

して、立候補して選んでいただく立場で、主体的に「私たちこうしたいんです

よね」って言える交渉が、実効性があるのかなというのがちょっと分からず心

配であること。また、論点は同じ話として、スポンサーが集まらなくて苦慮さ

れたりするケースもあるかと思いますが、スポンサーを集める側が強く出て、

選定基準を明確にして、しっかり選びますと言って集まってくるものなのか

どうなのか。要は、スポンサーになっていただく、選んでいただくという立場

に立った場合に、この案で大丈夫なのかという点に心配があります。あと非常

に気になる書き方なのが、23 ページの、組織委員会が解散した後に不祥事等

が発生した、発覚した場合の具体的な対応方針をあらかじめ整理、というとこ

ろ。今回、元理事の方、一個人がしてしまった不正ですよという書き方をされ

ていますが、企業として考えると、社員が不正をした場合に、では企業として

の責任、今回で言えば組織委員会としての責任の所在を明確に、例えば解散し

ても再度集まる、理事会が最後まで責任を持つなど、そういった点を明確に記

載していただければ、市民の方も安心されるのではないかと思います。私から

は以上になります。 

 

生田座長 ありがとうございます。それでは大川委員、お願いします。 

 

大川委員 大川でございます。よろしくお願いいたします。 

案を頂戴いたしまして、全体的にスローガン的、抽象的で、これではなかな
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かイメージできないということで、細かい点についても事前に何点かご質問

をさせていただきました。一通りご説明をいただきまして、うん、なるほど、

そういうことかということをイメージすることはできました。 

今回示された、たたき台、大きな方策だと思いますが、これ自体は、総論的

には有意義な内容なのだろうと理解しています。あとはこれをいかに具体化

して実効的なものにしていくかということだと思います。今パリのことも報

道されていますので、同じことが起きるんじゃないかというようなことから、

慎重に検討していかなければならないと考えています。 

総論的なお話になりますが、私が考えている大きな課題というのは３点あ

ります。「人」の問題、それから「時間」、それから「金」であります。 

まず１つ目に挙げた「人」について、どんなに良い制度を構築したとして

も、それを運用する人選が十分でないと、結局意味がありません。責任のある

立場の人が不正を働くなんてことは言語道断ですが、例えば監視をする役割

の方についても、この手の不正は密室で行われますから、それを発見するに

は、やはり職業的に研ぎ澄まされた感覚とか、高度に専門的な識見が必要にな

るのではないかと思います。こういった人材をどうやって、どれだけ集められ

るか、これは非常に難しいことですが、不可欠なことではないかと思います。

そういった意味では通報システムの充実、それを担う人がどういう人なのか

というようなことについても、大事になってくると思います。 

２つ目に挙げさせていただいた「時間」についてですが、どういうことかと

いいますと、エンドが決まっているということです。開催日が決まっていて、

そこから逆算のタイムスケジュールとなるわけですから、「開催に間に合わな

くなる」とか、「スムーズに事を運ばなければならない」、そういったプレッ

シャーから、せっかく決められたことが端折られてしまうというリスクは、内

在的に大きい場面ではないかと思っています。実際、東京大会でも、人気のな

い競技では入札が整わなくなるといった焦りから入札調整が行われたのでは

ないか、そういう焦りから一線を越えたのではないかということが報道され

ております。一般論ですけれども、倫理観の高い人でも、窮地に陥ると、切羽

詰まると合理的な判断を成しえなくなるということは、決して珍しいことで

はないと思います。こういった課題を克服することも必要で、具体的に問題を

考えていく中でイメージしていかなければならないと思います。 

３つ目の「お金」の問題です。これは今までも議論に出ていますし、市から

の冒頭のご説明でもありましたが、大きな大会開催には、やはりお金を出すス

ポンサーというのが必要不可欠なのだろうなと思います。確かに自治体がス

ポンサーを募ったところで、手を挙げるスポンサーはどれだけいるんだろう

か。やはりこういうノウハウを広告代理店に依存しなければならないという

実情はあるのだろうなと思います。ただ、広告代理店もこの機会に、適法な範

囲であれば、少しでも多く稼ぐというのは、これはむしろ仕事だと思います。
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他人のできないことをやって高い報酬を得る。これは需要と供給のバランス

と言わざるを得ないと思います。 

また、スポンサーに就任して大きな資金を拠出するからには、それなりの見

返りが必要だという構図も否定できないのだろうと思います。こういった中

から不正が生まれていくという構造的な問題があるのかと思います。程度の

問題はあるとは思いますが、広告代理店に依存せざるを得ないということで

あれば、こういった力関係や構図の中でいかに実効的な方策が取りうるのか

ということを、具体的に考えていかなければならない。それができないという

ことであれば、まさに身の丈にあった大会規模で我慢するしかないというふ

うに私は思っています。それすらできないということであればなかなか、招致

を否定するという考えというのはなくならないのかなとも思うわけでありま

す。 

他にも課題は山積みでありますけれども、私自身、今述べた大きな問題の克

服のための実効的な方法というのは、質問に対するご回答を頂戴したばかり

ということもあって、現時点では具体的にこの場で申し上げるということは、

なかなかできないでおります。このリスクを極小化して、なんとか東京大会と

同じことが繰り返されるようなことがないように、今後の具体的な議論で他

の委員の方々のご見解、識見等々をお伺いして、考えていきたいと思っており

ます。以上でございます。 

 

生田座長 ありがとうございました。それでは朝倉委員、お願いいたします。 

 

朝倉委員 朝倉です。私からは大きく２点、お話をさせていただきます。 

まず１点目は、委員の皆さんからも出ていましたように、やはり理事の選定

が大事になってくると思います。前回の東京大会でも、理事会がうまく機能し

ていなかったというところがあったと思います。知っていて見て見ぬふりを

していたのではないかと感じておりますし、やはり権力を持った方というと

ころが、今回の大きな問題にもなったと思いますので、能力ももちろん大事で

すけれども、理事の方の人間性、そういったところをきちんと見て、そして決

めていかなければいけないと感じております。 

もう１点に関しましては、今日の札幌市さんの説明にもありましたように、

現状の札幌市さんの認識されている懸念点が４点ほど出されておりました

が、私もいろいろと考えてみました。こういった問題の解決はもちろんのこ

と、やはり市民の方が一番不安に思っていることというところで、私なりの考

えですが、市民の方にとって、大会が自分たちの生活の負担になるのではない

かという不安も持たれているのではないかと思いました。例えば、今受けてい

る札幌市さんのいろいろなサービス等が、オリンピック等にかかる予算に費

やされて、そういった支援サービスが受けにくくなるのではないか。最近報道
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でも出ていた市営住宅の問題であったり、また期間中たくさん人が集まるこ

とで、混雑であったり、交通、通勤通学への影響、トラブル等が多くなるので

はないか。また、ボランティア活動などでも、企業の皆さんは、自分たちもボ

ランティアに参加しなければならないのではないか、そういった様々な不安

を持たれているのではないかと思いました。今の生活が維持されることにプ

ラスして、このオリンピックをなぜ札幌でやらなければいけないのかという

ことをきちんと説明できなければ、なかなか賛成を得られないのではないか

と考えております。 

また、関心がないという方も非常に多いのではないかなと思います。やって

もやらなくても、どちらでもいいのではないかと、そういったところの方々に

少しでも関心を持っていただいて、オリンピックというものが、自分たちにど

ういったメリットがあり、どういった大切な要素があるんだというところを、

札幌市さんからきちんと、ぼんやりではなくてしっかりとした話を示してい

かなければいけないのかなと思っております。 

スポーツ選手の方々が、スポーツマンシップに則って、正々堂々とプレーを

するという姿を、やはり私たち自身もこの目で見たいというふうに思います

し、子どもたちは本当にすごく感動することになると思いますので、そのよう

なしっかりとした目的などをきちんと示していきつつ、また市民の方にとっ

て、具体的にこんなメリットがあるんですというところを、しっかり説明して

いかなければいけないのかなと思っております。私からは以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。それではオンラインでご出席の國井委員、よろしく

お願いします。 

 

國井委員 皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。オンラインで今日は

失礼します。 

今、私は、スポーツ団体のガバナンスコードの委員で、見直しをやっていま

す。それから国のガバナンス体制等の在り方検討プロジェクトチームの委員

もやっていましたので、そういった観点からいくつかお話をさせていただけ

ればと思っています。 

17 ページに基本的な考え方が項目として出されています。まず皆さんお話

しされていた理事会の話ですが、ガバナンスコードでも理事会については、基

本的には議論になっているんですけれども、まず理事会だけではなくて、実は

東京オリパラのときは、「オールジャパン体制」という文言がキーワードで、

その中で理事の人数がかなり多くなって、実効性が本当にあったのかという

ことが、国のプロジェクトチームの調査の中で、やはり疑問点になりました。 

その点から考えると、やはり理事会に実効性を持たせるにはどういうもの

が必要なのか、ガバナンスコードでは役員選考委員会という言葉を使ってい
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ますし、新しいガバナンスコードでは「スキルマトリクス」という、いわゆる

上場会社などいろいろな所で使われていますが、どういうスキルを持った方

が理事に必要かという考え方を取り入れていますので、そういうことも一つ

必要ではないかと思います。あとは理事の人数について、もう少し減らすこ

と、（東京大会に比べて）半分ということがいいかどうか分かりませんが、人

数についてもしっかり明示して、きちんとやるということをアピールするこ

とも必要ではないかと思います。公募については微妙なところではあります

が、少なくともジェンダーだけ、女性だけではなく、多様性についてはある程

度確保したいというところはあります。ということで、理事会の人数について

はやはりある程度、実効性を担保するために何が必要かということを明確に、

より具体的に記載することが必要ではないかと思います。 

２つ目、利益相反は非常に難しい問題がありますが、会計士の立場からする

と似たような言葉で、関連当事者という言葉があります。事前により具体的な

利益相反ポリシーをきちんと策定していくということが、やはりポイントだ

と思うので、これはある程度事前の準備で、透明性の確保というのは十分でき

るのかなというふうに思っています。 

次にマーケティングについてですが、皆さん意見ありましたように、専任代

理店の議論をやはりもう少し深めていかなければいけないと思っています。

国のプロジェクトチームの中でも実は、専任代理店を必ずしも否定はできな

かったということがありました。これは最低保証などに関して、何人かの委員

の方もおっしゃったように、本当にスポンサーが集まらなかった場合どうす

るのかといったときに、では税金投入ということなのかという議論の中で、や

はり開催都市としては専任代理店というのは、一方でメリットがあるという

ことになります。ただ今回大きな不祥事がありましたので、そのまま使うのは

やはり、かなり厳しいということは、私も思っていますし、何かの工夫が必要

で、より深い今後の議論が大切ではないかと思います。「専任代理店をやらな

い」ということのインパクトはかなり大きいと思いますが、その点についても

きちんと議論していかなければならないと思っています。 

あと調達と情報開示は、また次回の会議などでお話しするとして、実効性の

担保については、やはり今回パリの不祥事が開催前に出ているということを

注目すべきかなと思っています。おそらくいろいろな情報をかなり早い段階

からチェックしていたということが窺われる。私も会計士の立場で言うと、事

後的な監査もありますが、やはり今回のように時限的なものについてはリア

ルタイム、我々の言葉で言うと Continuous Auditing、いわゆる継続監査とい

う言葉を使いますが、リアルタイムでいろいろなものを監視していくという

体制が必要ではないかと思っています。 

国のプロジェクトチームが策定した指針では脚注の中で、この第三者機関

の話をしています。これはなぜ脚注にしたかというと、大規模な国際又は国内
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競技大会の組織委員会等というのはオリンピックだけを想定しているわけで

はないので、すべてが特措法を意識したものではないということから、脚注に

していました。今回オリンピックは特措法でやることだろうと思いますので、

そうなった場合にはきちんとこの第三者委員会的なものをきちんと組成する

ことが重要で、なおかつ、やはりそれが形骸化にならないような、今までにあ

る監事、内部監査室、外部監査人、そして第三者機関的なもの、その四様でき

ちんと連携を取りつつ、リアルタイムで実効性を担保していくことが必要だ

ろうと思います。2030 年にはまた景色が変わっているかもしれませんが、AI

や DXなどがより進んでいるはずだと思います。現状でも、例えば電子稟議に

よるリアルタイムでのチェックや、預金データをリアルタイムでチェックす

ることは実現できるので、そういったことをうまく生かしていくことがやは

り必要ではないかと思っています。 

あと、全体的に言えることは、やはり人材についてです。人材のノウハウは

なかなか難しいとは思いますが、ただ我々は 2020年に東京大会を経験してい

ます。それから 2030年であっても、2034年でも、十数年なんですよね。とい

うことは 40代、50代、30代の方が 10年、15年経つというような時期ですか

ら、まだまだ活躍できる人がたくさんいるはずなので、そこの人材の確保をう

まく活用すべきだろうと思っています。 

もう１点、先ほど予算についてのところで、東京 2020大会において経費が

肥大化したという話がありました。これは考え方が結構難しくて、おっしゃっ

ていたんですが、招致の段階の数字と最後に出された数字は、同じ物差しで測

れていないので、やはり同じ物差しだったらどうだったかということをきち

んと把握して、それを情報公開できちんと丁寧に公開しておくということが

大切なのかなと思っています。 

今回、東京大会で事後的に不祥事がいくつかあって、残念な事件だったとは

思いますが、そうならないためにはやはり事前の対策を十分にしておくこと

が大切だと思いますので、私からはそういった事前の対策をすること。不正リ

スクシナリオを含めて、こんなことが起こるんじゃないかというリストアッ

プ、また、東京大会で起こらなかったことも含めてリストアップをすることが

大切なのかなと思っています。長くなりましたが、私からは以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。 

一通り皆さまからご発言をいただきましたので、次に、今いただいた意見の

中からもう少し論点を絞った形で、さらに議論を深められればと思います。皆

さまのご意見の中で、やはりマーケティングをどうするかという話がメイン

で出てきたかと思います。東京 2020大会の事件を見ても、元理事の件、それ

から受注調整の件、いずれも専任代理店の関係者が関係しているというとこ

ろがございます。それらの事件を踏まえて、ガバナンスをどうするかという動
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きになっているわけですが、2030 年札幌大会も、同じように専任代理店でい

こうという形で市民の方々が納得するかというと、なかなかそれは難しい状

況なのではないかと思います。 

国のプロジェクトチームの指針の中では、専任代理店制度が必ずしも否定

はされていませんが、仮に専任代理店制度をまた採用するということになっ

たとしても、相当に具体的かつ実効性が窺われる施策を打ち出さないと、市民

の賛同は得られないと思います。他方で今、委員の方々からもいろいろお話が

ありましたけれども、組織委員会が独自にスポンサーからお金を調達できる

かというとなかなか難しいという問題もあるのかなと思います。 

原田委員からアジア大会のお話もありましたが、そうすると中間的な形で、

複数代理店の JV等々いろいろな選択肢が出てきますけれども、それでも本当

にお金が集まるのかという話は付いてくると思います。また、國井委員からお

話がありましたが、専任代理店制度の最低保証について、専任代理店だからこ

そ最低保証が付き、最低保証が付くからこそ、プロジェクトの初期の段階から

予算にある程度の見込みが立ち、具体的なプロジェクトをスムーズに進めて

いけるという、相当に大きなメリットがあるということになります。そのあた

りはそれぞれ一長一短、メリット・デメリットがありますので、非常に難しい

問題ではありますが、皆さまのご知見をいただきながらさらに議論を進めて、

丁寧に最終地点を見つけていかなければいけないと思っております。 

これを踏まえて、少しマーケティングにフォーカスを当ててお話を伺って

いきたいと思いますが、もし可能であれば原田委員のほうから、アジア大会の

現状について、お話できる範囲でもちろん構いませんので、もう少し詳細を伺

えればと思います。 

 

原田委員 アジア大会も当初は専任代理店的な動きでいこうとしていましたが、こう

いう事態が起きて相談に来て、私のアドバイスとしては、まず枠組みを作った

らどうかというものでした。そのために、仮にコンサルタント、EY とかデロ

イトとかそういった所で、スポンサープログラムの枠組みを作ってから公募

するという提案をしたところ、内部で協議した結果、やはり時間的な問題が非

常に大きいということで、組織委員会で作った案で、今回のマーケティング代

理店の公募が行われたという経緯があります。かなり苦戦しているとは聞い

ていますが、アジア大会とオリンピックではやはりブランド力が全く違いま

すし、今はスポンサーもパリ五輪に傾注していると思いますので、本格的には

パリ五輪の後にうまく動けばいいなと考えております。 

先ほど生田座長がおっしゃったように、2026年、それから 2030年、2034年

というのは、スポーツ界を取り巻く風景がガラッと変わっていると思います。

そういったところをよく理解しながら、このマーケティングプログラムをや

っていけば、それほど苦戦することはないのかなと、私は少し楽観的に捉えて
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おります。それよりもむしろ、先ほど大川委員からもありましたが、パリ五輪

の便宜供与や公金の不正使用の問題があります。これは聞いたところ、2017

年からもうすでに動き始めて、今回が２回目という感じはしましたが、当時、

非常にうまくこの外部委員会を設置して、ガバナンスをチェックするという

ような仕組みができていたと思うのですが、このようなことになりました。な

ので、札幌市にはぜひ、何が起きたのか、なぜこの外部委員会が機能しなかっ

たのかということを、少し探っていただければいいのかなと思います。それを

もって他山の石とすることがいいと思います。私からは以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。その他の委員の方々で、マーケティングの論点に関

して、さらに追加でご意見はございますでしょうか。 

大川委員、お願いします。 

 

大川委員 やはり今、委員の方々のご意見を聞いて、非常に難しい問題だなということ

を改めて痛感いたしました。今、原田委員がおっしゃったとおり、パリでなぜ

こういうことが起きたのかという原因究明、情報収集はぜひ、しっかりやって

いただきたいなと思っています。先ほども申し上げましたが、どうしても構造

的な問題というのは常に起きうる状況にあるのだろうと思います。スムーズ

に運営しなければならない、そのためにはスポンサーが必要、そのためには広

告代理店に依存しなければならない。そしてさらに経費がかかっていくとい

う、そういった構造的な問題をどのように解決するのかということのヒント

に、パリ五輪でどういうことが起きたのか、ぜひ情報収集していただけたらな

と思います。 

今後、具体的な議論に入っていきますけれども、本当にこのマーケティング

の問題については、私は弁護士ですので専門ではないですけれども、いろいろ

さらに勉強を深めて、意見を述べていきたいと思っております。以上でござい

ます。 

 

生田座長 ありがとうございます。他の委員の方々、いかがでしょうか。 

では川端委員お願いします。 

 

川端委員 川端です。スポンサーを集めるというところでは、オリンピックなど大きい

大会の種目の在り方というものが出てくると思います。競技種目によってス

ポンサーが集まらなくて大変だったというような反省点が、東京 2020大会に

はあったと聞いておりますが、先日 IOC が e スポーツの大会を主催している

というニュースがありました。もちろんそういう新しい競技がいろいろ増え

てきますし、東京大会、パリ大会、最近では各開催地が正式種目ではないです

けども、地元に根付いている競技をプラスするということが、オリンピックで
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も行われています。東京大会ではサーフィンがあったりしましたけれども、も

しスポンサーだけのことを考えてしまうと、長い歴史があって、スポーツとし

て非常に魅力がある競技も、要らないということになってしまう可能性があ

るわけです。時間がきっちり読める、室内で天候に左右されないというような

競技種目だけが残っていって、果たしていいのかというところも考え深いと

ころではないかと思います。 

特に私たちは今回、冬季のオリンピックについて、検討していますので、競

技は必ず天候というものに左右されます。それがゆえに面白いことがあるわ

けです。四季があって雪があるという中で行っていきますので、果たして競技

種目がスポンサーとイコールになってしまうのかということは、議論の中で

は残していただきたい。もちろん 2030年、2034年には、全く違う様相になっ

ていく競技、スポーツもあると思います。ただ、果たしてそれだけで競技を選

んでしまっていいのかというところは、しっかりと競技選別をしていくとき

に、スポンサーとの兼ね合いを IOC も含めてしっかりと議論をしていただき

たいということを、競技団体としては思っています。もちろんここに今日来て

いない競技団体においても、これまでもいろいろな理由で、例えばソフトボー

ルや野球がオリンピック種目からなくなったり復帰したりなどがありまし

た。オリンピックを目指している人にとっては非常に苦悩を味わっていると

思いますので、ぜひスポンサーだけとか、ここだからということではなく、し

っかりとその競技や全体像を見て考えていただけたらと思いました。以上で

す。 

 

生田座長 ありがとうございます。マーケティングに関して、追加でございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、次の論点に移りたいと思いますけれども、委員の方々から

次に多く出たご意見としましては、理事会をどうするかという話が出てきた

かと思います。人材の多様性、人数、女性理事の比率、それから公募制などに

ついてご意見も出てきたかと思います。この点、組織委員会の、ある意味頭脳

としていろいろな決定をして、監督もしていくという重要な組織体というこ

とになりますので、ここは非常に重要なポイントであると理解しております。 

この点に関しまして、もう少し深めて議論をしていきたいと思いますが、ご

意見、ご感想等ございますでしょうか。 

では大川委員、お願いします。 

 

大川委員 まず理事の公募制について、これはやはり長短あると私も思っています。ど

ういう人が手を挙げるのかということについては、手を挙げること自体はも

う未知の状況ですから、どういう人が集まってくるのかわかりません。ではど

のように選ぶのかというのも非常に難しいだろうと思います。公募というこ
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と自体は前向きに捉えていいのかなとは思いますが、実際問題としてなかな

か難しいところや、デメリットもあると考えられるので、公募制をとるとして

も、具体的にどうするのかというのは慎重に考えていかなければならないと

思います。 

人数の問題について、東京 2020大会の理事会は 40人くらいということで、

なかなか実質的な議論ができなかったのではないかということが議論されて

います。例えば私は弁護士ですけれども、日弁連の理事会は理事が約 80人も

います。各単位会の会長が日弁連の理事として集まって、１カ月に２日かけ

て、朝から晩までものすごい議論をします。もちろん人数ということも非常に

大事だと思いますが、いかに実効的な議論をするかという理事会の仕組み自

体をまずしっかりイメージした上で、どういう構成にしていくのかというこ

とが大事になってくるのではないかと思います。 

それから、株式会社の取締役会では、例えばモニタリングモデルの採用とい

ったことがあります。取締役会の中でもいろいろ役割があって、相互にけん制

するといったことが推奨されていると思いますが、この理事会でも、そういっ

た工夫はできないのかなど、多方面の観点から考えていく必要があるのでは

ないかと思っています。以上でございます。 

 

生田座長 ありがとうございます。その他ございますでしょうか。 

篠河委員お願いします。 

 

篠河委員 理事会については、人数の問題もそうなんですが、先ほど他の委員の方もお

っしゃっていたように、最終的には理事会全員で責任を取るわけですけれど

も、各理事の主な担当を明確にしておいて、この分野はまずあなたが責任持っ

てウォッチしてくださいねということにする。そしてその経過も理事会で報

告してもらって、情報を共有しながら進めていくというところが大事なポイ

ントになるのかなと思います。 

そういう中ではやはり、あまり人数が多いと議論もしづらいのかなと思い

ます。弁護士さんと同じように、会計士協会も理事が 70人くらいいて、そう

すると大体、毎回発言する人が偏ってきてしまうという傾向があるので、あま

り多くなくて、なおかつ各理事の担当分野を明確にして、最後は全員で責任を

持つという体制が必要なのかなと思っております。以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。その他ございますでしょうか。 

朝倉委員お願いします。 

 

朝倉委員 朝倉です。先ほどから女性の理事の方が多く入ったらどうかという話があ

りましたが、ちょっとこれは偏見かもしれませんが、どちらかというと、男性
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のほうが、どうしても上を見てしまったり、気を遣って発言したり、発言しな

かったりといったことがあるのではないかと思います。そういったところは

女性のほうがあまりないのではないかなと、思っている意見を言うのが女性

の強さかなというふうに思っておりますので、そういった意味でもぜひ女性

の方の理事を、少し多くというか、同じ人数で入れていただくというのはいい

のかなと思っております。以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

では金澤委員お願いします。 

 

金澤委員 ありがとうございます。男性からちょっと言いづらい意見かもしれないの

で、女性として発言させていただくのですが、もちろん今、世界的な風潮で、

何対何という男女比率も大事ですけれども、まずもって求められるのは、能力

だと思うんですよね。なので、性別よりも最優先すべきは能力であり、多様性

というものも、我々は想像力で補うことができると思います。もちろん一般的

に集めて気づいたら男性しかいなかった、というのは、女性としてはちょっと

残念で悲しいことですが、まずは知見や能力を持っている方で、少数精鋭とし

ていただくのが一番いいのではないかと思います。以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。それでは國井委員、お願いします。 

 

國井委員 國井でございます。理事会については先ほど申し上げたとおり、理事会だけ

ではなく経営委員会のような、上部組織などをセットで作る可能性もあるの

で、全体のガバナンスを考えなければ何とも言えないと思います。一方で、非

常に重要なことを決める理事会ですから、その人数といったことが大切なん

ですが、１つ、常勤制というのも、あまり議論はされていないですが、常勤の

理事の方をどれくらい置くかというのもポイントとしてあります。非常勤の

理事会が東京大会でも毎月あったと思いますが、その中で議論しているだけ

だと、やはりなかなかうまくできないということで、常勤あるいは常務理事

会、そういったものもきちんと議論しないといけないと思っています。 

おそらく特措法で、最終的には公益法人になるのが組織委員会なので、任意

団体で作って、一般法人になって、その後公益法人になっていく流れだと思い

ますが、どのタイミングでなるか分かりませんけれども、先ほどスキルマトリ

クスということも申し上げましたが、やはり理事の方に何を求めるのかとい

うのは、きちんとした形で、我々の中できちんと整理しておくということは大

切なのかなと思っています。私からは以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 
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武田委員、お願いします。 

 

武田委員 武田です。委員の皆さんからのご意見に関わって、結局理事会というのは形

式ばったりすることも多いと思っています。ですので、今、國井委員からもあ

りましたように、常勤であったり、逆に言うと報酬であったり、そういうとこ

ろをやはり明確にした上で、責任だけではなくて、権限と責任、それを一緒に

考えていく必要があると思います。先ほど経営委員会というお話もあったと

思いますが、理事会単独ではなくて、そもそも何を理事会はするのか、理事は

何をするのか、そのためにはどういう権限が与えられているのか、どういう報

酬があるのかといったように、全てがつながってくると思いますので、その点

を含めて、やはり考えていく必要があるのかなと考えています。感想ですけれ

ども、以上です。 

 

生田座長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、時間の関係もありますので次に、見直し案検討の前提にも

なる、先ほどの事務局説明の前半にあった、東京 2020大会に関する事案の課

題分析や、その影響による市民の不安・懸念についての、市としての整理・認

識の部分がございますが、この点に関して何か付け加える要素や、その他のご

意見等はございますでしょうか。 

（一同 発言なし） 

この整理に関してはこれでよろしいということで、ありがとうございます。 

それでは、私から最後に１点ご提案をさせていただきたいと思いますが、前

回委員会の後に、限られた時間の中で充実した議論を行うために、今後の検討

委員会に向けて、こうした広い公開の場での議論とは別に、テーマを絞った部

会的なものを複数設けて、あらかじめ議論を深めた上で、その結果をこの検討

委員会に持ち寄り、さらに議論を深めるということが効率的で有用ではない

かというご意見が、一部の委員の方々から出ておりました。本日の議論の中で

も、特にマーケティングの分野に関しては専門性が非常に高いということも

ありますし、今後より深い議論をしていくことが必要であると認識している

ところです。 

そこで、例えば見直し案における６つの観点が事務局説明の中にあります

が、関係性がある分野をまとめる形で、マーケティング関係部会やガバナンス

関係部会などを設けて議論を深めていただいて、その成果を委員会に報告し

て公開の場で議論、検討するということが有益なのではないかと思っており

ます。実際、私も委員として参画させていただいた国のプロジェクトチーム

も、プロジェクトチームの下に作業チームというものを設けて、関係者にヒア

リングを行って指針をまとめました。そこも非公開の作業部会でしたが、非常

に充実した議論、検討ができたと思っております。今回の専門部会において
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も、そのような形式として進めるのがよろしいのではないかと思いますが、こ

の点に関しては、委員の皆さんのご意見はいかがでしょうか。 

（一同 異議なし） 

ありがとうございます。そうしましたら、特にご異論等ないようであれば、

部会の委員の構成や、設置に向けた要綱の改正等に関しては、私と事務局にご

一任いただくということでよろしいでしょうか。 

（一同 異議なし） 

ありがとうございます。その他追加でご質問、ご意見等ございますでしょう

か。 

（一同 発言なし） 

ありがとうございます。そうしましたら、本日の議事は以上となります。皆

様スムーズな議事進行にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

 

３．その他（連絡事項等） 

生田座長 それでは、今後の進め方等について連絡事項を事務局よりお願いいたします。 

 

事務局 

（米森調整担当部長） 

本日は、大変貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。今後

の進め方についてでございますが、これまでの本委員会における議論なども踏ま

えまして、来月、本市から市議会へ中間報告を行います。議会後は、その中間報

告をたたき台として、市民との対話や、関係団体等へのヒアリングを行ってまい

ります。委員の皆様におかれましては、先ほどの専門部会でのご議論をいただく

とともに、我々も市民対話の状況などを取りまとめた上で、これらを第３回の会

議の場においてご報告させていただきたいと考えております。 

続きまして、報道関係の皆様にご案内をさせていただきます。この後、委員の

退室後に、生田座長の囲み取材のお時間を設けさせていただきます。事前に取材

申し込みをいただいている報道関係者の方は、準備ができ次第、係員から取材ス

ペースのご案内をさせていただきますので、それまではお席でお待ちください。

連絡事項は以上でございます。 

 

生田座長 ありがとうございます。それでは、これをもちまして、第２回北海道・札幌 2030

オリンピック・パラリンピック冬季競技大会に向けた大会運営見直し案に関する

検討委員会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。 
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